
平
成
三
十
年
二
月
十
六
日
提
出

質

問

第

八

四

号

未
確
認
飛
行
物
体
に
か
か
わ
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

逢

坂

誠

二

84



未
確
認
飛
行
物
体
に
か
か
わ
る
政
府
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
未
確
認
飛
行
物
体
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
参
質
一
六
八
第
八
四
号
）
で
は
、
「
政
府
と
し
て

Ｕ
Ｆ
Ｏ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
」
と
の
問
い
に
対
し
て
、
「
政
府
と
し
て
は
、

御
指
摘
の
「
地
球
外
か
ら
飛
来
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
未
確
認
飛
行
物
体
」
の
存
在
を
確
認
し
て
い
な
い
」
と
の
答
弁
を
行
っ

て
い
る
。

二
〇
一
七
年
十
二
月
十
七
日
の
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
誌
に
よ
れ
ば
、
「
米
国
防
総
省
に
、
未
確
認
飛
行
物
体
（
Ｕ
Ｆ
Ｏ
）
と

地
球
外
生
命
を
調
査
す
る
極
秘
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
米
軍
兵
士
の
目
撃
情
報
も
明
ら
か
に
な
っ

た
。
国
防
総
省
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
先
端
航
空
宇
宙
脅
威
特
定
計
画
」
は
発
足
か
ら
五
年
後
の
二
〇
一
二
年
に
終
了
」
し
た
。

ま
た
「
国
防
総
省
が
調
査
し
た
Ｕ
Ｆ
Ｏ
の
一
つ
は
、
オ
ー
ラ
を
放
ち
な
が
ら
回
転
し
、
高
速
で
飛
ん
で
い
た
。
海
軍
機

Ｆ
／
Ａ－

十
八
ス
ー
パ
ー
ホ
ー
ネ
ッ
ト
が
捉
え
た
映
像
が
あ
る
が
、
国
防
当
局
は
目
撃
さ
れ
た
日
時
や
場
所
な
ど
の
情
報
を
一

切
」
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
は
、
地
球
外
か
ら
飛
来
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
未
確
認
飛
行
物
体
の
存
在
を
確
認
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。

一



二

同
盟
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
国
防
総
省
の
行
っ
た
未
確
認
飛
行
物
体
と
地
球
外
生
命
を
調
査
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る

「
先
端
航
空
宇
宙
脅
威
特
定
計
画
」
に
つ
い
て
、
政
府
は
把
握
し
て
い
る
の
か
。

三

ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
誌
の
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
未
確
認
飛
行
物
体
に
関
し
て
、
米
軍
兵
士
の
目
撃
情
報
も
あ
り
、

当
該
事
案
の
画
像
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当
該
事
案
は
、
我
が
国
の
安
全
保
障
上
の
観
点
、
さ
ら
に
は
国
民
的
な
不
安
と
関

心
か
ら
も
こ
れ
に
対
す
る
情
報
収
集
と
確
認
作
業
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
米
の
政
府
間
で
情
報
共
有

は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

地
球
外
か
ら
飛
来
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
飛
行
物
体
が
我
が
国
の
領
空
に
侵
入
し
た
場
合
、
こ
れ
に
対
処
す
る
政
府
の
機

関
は
ど
こ
か
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
法
令
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
一
号
で
い
う
「
武
力
攻
撃

我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
い
う
」
な
ら
び
に
同
条
第
二
号
で

い
う
「
武
力
攻
撃
事
態

武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
事
態
又
は
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
に
至
っ
た
事
態
を
い
う
」
に
は
、
地
球
上
の
国
ま
た
は
国
に
準
じ
る
組
織
以
外
の
、
地
球
外
か
ら
飛
来
し
て
き
た
と

思
わ
れ
る
飛
行
物
体
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



六

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
第
二
条
第
四
号
で
い
う
「
存
立
危
機
事
態

我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ

れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険

が
あ
る
事
態
」
に
該
当
す
る
事
案
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
の
施
政
下
や
そ
の
周
辺
で
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
航
空
機
や
艦
船
な
ど

が
、
地
球
上
の
国
ま
た
は
国
に
準
じ
る
組
織
以
外
の
、
地
球
外
か
ら
飛
来
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
飛
行
物
体
の
攻
撃
を
受
け

た
場
合
、
存
立
危
機
事
態
と
し
て
認
定
さ
れ
る
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


